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１．はじめに 

 2010 年 4 月 1 日に施行された改正規則に基づき、EP 出願において発明の単一性を充足しないと認定された場合、

次のように EPOによって処理されます。 

 

【現行の追加サーチの可否】 

① 通常の EPC 出願／分割出願において、発明の単一性を充足しないと認定された場合、所定期間内（2

ヵ月以内）に追加のサーチを請求することが可能です。 

② Euro-PCT出願（PCTに基づく国際段階の EP広域段階出願）の場合であって、発明の単一性を充足し

ないと認定されると共に EPOが国際サーチ機関ではない場合、追加のサーチを請求することはできず、

クレームの項に最初に記載された第１の発明に係るクレームのみに対して supplementary European 

searchが行われます。 

③ Euro-PCT 出願の場合であって、発明の単一性を充足しないと認定されると共に EPO が国際サーチ機

関である場合、EP広域段階では追加のサーチを請求することはできません。但し、国際段階において、

発明の単一性を充足しないと認定された場合、所定期間内（1ヵ月以内）に追加のサーチを請求するこ

とが可能です。 

 
 

 上記②③の場合、サーチされなかった発明に係るクレームに対して権利化を図る場合には、分割出願手続が必要で

す。 

 

なお、現行の Rule 164 EPCには、次のように規定されています。 

 

【現行の Rule 164 EPC】 

 
(1) EPOが、supplementary European searchの基礎として使用される出願書類が発明の単一性の要件を満たしていないと考えるとき

はsupplementary European searchは、出願書類中の、クレームとして最初に言及されている発明又はArticle 82 EPCの意味にお

ける一群の発明に係る部分について作成する。  

(2) 審査部は、特許付与手続の基礎となる出願書類が発明の単一性の要件を満たしていない、又は保護が、International search report

もしくは該当する事情により、supplementary International search reportもしくは supplementary European search report

の対象とされていない発明について求められていると認定した場合は、出願人に対し、その出願を International search report、

supplementary International search report又は supplementary International search reportの対象とされている 1の発明に限

定するよう求める。 
 

 このたび、2013 年 10 月 16 日に、Administrative Council は、現行の Rule 164 EPC を改正し、その結果、

Euro-PCT出願において、かつてのように追加のサーチが請求できるようになります。施行日は、2014年 11月 1日

です。*1 

 

【全３頁】 

                                                   
*1 LINK: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/ac-decisions/archive/20131014b.html  

Rule 164 EPCの改正により単一性違反時に追加サーチが認められる 
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